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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月18日(2008.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非同期広帯域符号分割多重接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）システムにおいて、パケットデータサ
ービスを提供する方法であって、
　端末機に許容された物理チャンネル要素の組合せを元素とする複数の集合のうちで、第
１のパンクチャーリング限度を考慮して、物理チャンネル要素の組合せを決定するステッ
プと、
　前記決定された物理チャンネル要素を用いてパケットデータを送信するステップとを含
み、前記第１のパンクチャーリング限度を満足する物理チャンネル要素の組合せがない場
合に、前記複数の集合のうち、最大送信率を許容する物理チャンネル要素に対して第２の
パンクチャーリング限度を適用することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記物理チャンネル要素の組合せは、
　変調フォーマットと物理チャンネルの個数と拡散指数とコード数のうち、少なくとも二
つの組合せであることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のパンクチャーリング限度は、
　前記第１のパンクチャーリング限度に比べて、さらに多くのパンクチャーリングを可能
にすることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　初期集合のサブ集合のうち、パンクチャーリングされない送信チャンネルデータビット
のサイズよりも大きいか又は同一であり、一つの物理チャンネルのみを必要とする第１の
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集合が存在すると、前記物理チャンネルの要素の組合せは、前記第１の集合の最小値に該
当する組合せとして決定されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の集合が存在せず、前記初期集合のサブ集合のうち、第１のパンクチャーリン
グ限度に従ってパンクチャーリングされた送信チャンネルデータビットのサイズよりも大
きいか又は同一である第２の集合が存在すると、前記物理チャンネルの要素の組合せは、
前記第２の集合のうち、付加的な物理チャンネルを必要としない最大値に該当する組合せ
として決定されることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の集合が存在しないと、前記物理チャンネルの要素の組合せは、前記初期集合
のうち、最大値と第２のパンクチャーリング程度に従う組合せとして決定されることを特
徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　非同期広帯域符号分割多重接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）システムにおいて、パケットデータサ
ービスを提供する装置であって、
　端末機に許容された物理チャンネル要素の組合せを元素とする複数の集合のうちで、第
１のパンクチャーリング限度を考慮して、物理チャンネル要素の組合せを決定する決定器
と、
　前記決定された物理チャンネル要素を用いてパケットデータを送信する送信器とを含み
、前記第１のパンクチャーリング限度を満足する物理チャンネル要素の組合せがない場合
に、前記複数の集合のうち、最大送信率を許容する物理チャンネル要素に対して第２のパ
ンクチャーリング限度を適用することを特徴とする装置。
【請求項８】
　前記物理チャンネル要素の組合せは、
　変調フォーマットと物理チャンネルの個数と拡散指数とコード数のうち、少なくとも二
つの組合せであることを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記第２のパンクチャーリング限度は、
前記第１のパンクチャーリング限度に比べて、さらに多くのパンクチャーリングを可能に
することを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項１０】
　初期集合のサブ集合のうち、パンクチャーリングされない送信チャンネルデータビット
のサイズよりも大きいか又は同一であり、一つの物理チャンネルのみを必要とする第１の
集合が存在すると、前記物理チャンネルの要素の組合せは、前記第１の集合の最小値に該
当する組合せとして決定されることを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１の集合が存在せず、前記初期集合のサブ集合のうち、第１のパンクチャーリン
グ限度に従ってパンクチャーリングされた送信チャンネルデータビットのサイズよりも大
きいか又は同一である第２の集合が存在すると、前記物理チャンネルの要素の組合せは、
前記第２の集合のうち、付加的な物理チャンネルを必要としない最大値に該当する組合せ
として決定されることを特徴とする請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　前記第２の集合が存在しないと、前記物理チャンネルの要素の組合せは、前記初期集合
のうち、最大値と第２のパンクチャーリング程度に従う物理チャンネルの個数と拡散指数
との組合せとして決定されることを特徴とする請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　非同期広帯域符号分割多重接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）システムにおいて、パケットデータサ
ービスを提供する方法であって、
上りリンク送信チャンネルデータを受信するための送信ブロックサイズ（ＴＢＳ）を含む
制御情報を受信するステップと、
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　端末機に許容された物理チャンネル要素の組合せを元素とする複数の集合のうちで、第
１のパンクチャーリング限度を考慮して、前記送信ブロックの大きさに対応する物理チャ
ンネル要素の組合せを決定するステップと、
　前記決定された物理チャンネル要素を用いてパケットデータを受信するステップとを含
み、前記第１のパンクチャーリング限度を満足する物理チャンネル要素の組合せがない場
合に、前記複数の集合のうち、最大送信率を許容する物理チャンネル要素に対して第２の
パンクチャーリング限度を適用することを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記物理チャンネル要素の組合せは、
　変調フォーマットと物理チャンネルの個数と拡散指数とコード数のうち、少なくとも二
つの組合せであることを特徴とする請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２のパンクチャーリング限度は、
前記第１のパンクチャーリング限度に比べて、さらに多くのパンクチャーリングを可能に
することを特徴とする請求項１３記載の方法。
【請求項１６】
　初期集合のサブ集合のうち、パンクチャーリングされない送信チャンネルデータビット
のサイズよりも大きいか又は同一であり、一つの物理チャンネルのみを必要とする第１の
集合が存在すると、前記物理チャンネルの要素の組合せは、前記第１の集合の最小値に該
当する組合せとして決定されることを特徴とする請求項１３記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の集合が存在せず、前記初期集合のサブ集合のうち、第１のパンクチャーリン
グ限度に従ってパンクチャーリングされた送信チャンネルデータビットのサイズよりも大
きいか又は同一である第２の集合が存在すると、前記物理チャンネルの要素の組合せは、
前記第２の集合のうち、付加的な物理チャンネルを必要としない最大値に該当する組合せ
として決定されることを特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２の集合が存在しないと、前記物理チャンネルの要素の組合せは、前記初期集合
のうち、最大値と第２のパンクチャーリング程度に従う物理チャンネルの個数と拡散指数
との組合せとして決定されることを特徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　非同期広帯域符号分割多重接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）システムにおいて、パケットデータサ
ービスを提供する装置であって、
上りリンク送信チャンネルデータを受信するための送信ブロックサイズ（ＴＢＳ）を含む
制御情報を受信する制御チャンネル受信器と、
　端末機に許容された物理チャンネル要素の組合せを元素とする複数の集合のうちで、第
１のパンクチャーリング限度を考慮して、前記送信ブロックの大きさに対応する物理チャ
ンネル要素の組合せを決定器と、
　前記決定された物理チャンネル要素を用いてパケットデータを受信する受信器とを含み
、前記第１のパンクチャーリング限度を満足する物理チャンネル要素の組合せがない場合
に、前記複数の集合のうち、最大送信率を許容する物理チャンネル要素に対して第２のパ
ンクチャーリング限度を適用することを特徴とする装置。
【請求項２０】
　前記物理チャンネル要素の組合せは、
　変調フォーマットと物理チャンネルの個数と拡散指数とコード数のうち、少なくとも二
つの組合せであることを特徴とする請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
　前記第２のパンクチャーリング限度は、
前記第１のパンクチャーリング限度に比べて、さらに多くのパンクチャーリングを可能に
することを特徴とする請求項１９記載の装置。
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【請求項２２】
　初期集合のサブ集合のうち、パンクチャーリングされない送信チャンネルデータビット
のサイズよりも大きいか又は同一であり、一つの物理チャンネルのみを必要とする第１の
集合が存在すると、前記物理チャンネルの要素の組合せは、前記第１の集合の最小値に該
当するの組合せとして決定されることを特徴とする請求項１９記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１の集合が存在せず、前記初期集合のサブ集合のうち、第１のパンクチャーリン
グ限度に従ってパンクチャーリングされた送信チャンネルデータビットのサイズよりも大
きいか又は同一である第２の集合が存在すると、前記物理チャンネルの要素の組合せは、
前記第２の集合のうち、付加的な物理チャンネルを必要としない最大値に該当する組合せ
として決定されることを特徴とする請求項２２記載の装置。
【請求項２４】
　前記第２の集合が存在しないと、前記物理チャンネルの要素の組合せは、前記初期集合
のうち、最大値と第２のパンクチャーリング程度に従う組合せとして決定されることを特
徴とする請求項２３記載の装置。
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